
主な障害程度別該当事業一覧(他の事業については目次を参照してください。）

制度
住
宅

○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × × × × ○ × ○ × × × × × × × × × × × × × ○ × × ×

1 ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
2 ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
3 ○ ○ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △
4 ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △
5 ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
6 ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
2 ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○
3 ○ ○ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ ○ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○
4 ○ ○ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○
5 ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○
6 ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○
3 ○ ○ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○
4 ○ ○ △ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
1 ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
2 ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ △ △
3 ○ ○ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △
4 ○ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △
5 ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
6 ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
1 ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
2 ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
3 ○ ○ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
4 ○ ○ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △

ＩＱ20以下 A1 △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
ＩＱ21～35 A2 △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
ＩＱ36～50 B1 △ △ ○ △ △ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
ＩＱ51～75 B2 △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △

1 △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △
2 △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △
3 △ △ △ ○ ○ ○ ○ △

１
８
歳
未
満

１
８
歳
以
上

該
当
ペ
ー

ジ
を
参
照

△
６
５
歳
未
満
で
認
定
を
受
け
た
障
が
い
者

△
６
５
歳
か
ら
７
４
歳
ま
で
の
障
が
い
者
で
左
の
助
成
を

受
け
て
い
る
方
も
申
請
可

△
Ｉ
Ｑ
7
5
以
下

△
重
複
も
し
く
は
同
程
度
の
障
害

△
一
部
該
当

△
６
５
歳
未
満
で
認
定
を
受
け
た
重
度
重
複
障
が
い
者
等

△
一
部
該
当

　
２
０
歳
未
満
の
障
が
い
児
を
養
育
す
る
者

△
一
部
該
当

政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
が
い
の
状
態
に
あ
る
父
又
は
母

△
国
民
年
金
法
の
障
害
等
級
１
級
・
２
級

　
６
５
歳
未
満
で
将
来
独
立
困
難
な
障
が
い
者
の
扶
養
者

△
一
部
該
当

該
当
ペ
ー

ジ
を
参
照

該
当
ペ
ー

ジ
を
参
照

△
重
度
障
が
い
者
の
み
の
世
帯
等

△
重
複
障
が
い
者
で
１
級
・
２
級

△
自
宅
で
の
入
浴
が
困
難
な
重
度
障
が
い
者

△
ね
た
き
り
状
態
等
に
あ
る
重
度
障
が
い
者

△
ね
た
き
り
状
態
等
に
あ
る
重
度
障
が
い
者

△
常
時
注
意
の
必
要
な
重
度
障
が
い
者
等

△
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
で
Ｉ
Ｑ
５
０
以
下

△
下
肢
又
は
体
幹
機
能
障
が
い
者

肢
体
不
自
由
者

自
己
所
有
か
つ
自
己
運
転

（
一
部
を
除
く

）

△
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
で
Ｉ
Ｑ
５
０
以
下

　
視
覚
・
じ
ん
臓
は
３
級
ま
で

△
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
で
Ｉ
Ｑ
５
０
以
下

　
視
覚
・
じ
ん
臓
は
３
級
ま
で

１
２
歳
以
上

身
体
障
害
者
手
帳
第
２
種
の
方
は

自
己
運
転
の
み

△
一
部
該
当

△
一
部
該
当

△
該
当
ペ
ー

ジ
を
参
照

△
非
課
税
世
帯

△
障
が
い
者
が
世
帯
主
か
つ
契
約
者

航
空
運
賃
の
割
引

有
料
道
路
通
行
料
金
の
割
引

駐
車
禁
止
除
外
指
定
車

所
得
税
・
個
人
住
民
税
の
障
害
者
控
除

(

軽

)

自
動
車
税
種
別
割
・
環
境
性
能
割
の
減
免

水
道
料
金
の
減
免

個
人
住
民
税
の
障
害
者
非
課
税

自
動
車
改
造
に
対
す
る
助
成

福
祉
タ
ク
シ
ー

利
用
券
の
交
付

タ
ク
シ
ー

運
賃
の
割
引

バ
ス
運
賃
の
割
引

鉄
道
運
賃
の
割
引

家
族

半
額

１
１
０
番
通
報

１
１
9
番
通
報

日
常
生
活
用
具
の
給
付

家
具
転
倒
防
止
対
策
事
業

手
話
通
訳
者
・
要
約
筆
記
者
の
派
遣

自
己

盲
ろ
う
者
通
訳
・
介
助
員
の
派
遣

入
浴
サ
ー

ビ
ス
事
業

理
髪
サ
ー

ビ
ス
事
業

特
別
児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当

障
害
基
礎
年
金

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

補
装
具
費
の
給
付

全
額

寝
具
乾
燥
消
毒
事
業

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
事
業

住
宅
設
備
改
善
に
対
す
る
助
成

自
動
車
運
転
訓
練
に
対
す
る
助
成

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

厚
木
市
心
身
障
害
者
福
祉
手
当

障
害
児
福
祉
手
当

神
奈
川
県
在
宅
重
度
障
害
者
等
手
当

障
害
者
介
護
手
当

医療 手当・年金等
補装具・

日常生活用具
在宅援護

障害種別
区分
等級
程度

自
立
支
援
医
療

（
育
成
医
療

）

自
立
支
援
医
療

（
更
生
医
療

）

自
立
支
援
医
療

（
精
神
通
院
医
療

)

自動車・交通

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
免
除

自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
購
入
券
の
交
付

その他

知
的
障
害

聴覚・平衡

音声・言語
そ し ゃ く

肢 体
不 自 由

税・使用料の減免等

特
別
障
害
者
手
当

精神障害

所得制限有〇・無×

備　考

身
体
障
害

視 覚

内 部


